
岡労発基 0217第 2号

令 和 7年 2月 17日

岡山県診療放射線技師会長  殿

エックス線装置構造規格の一部を改正する件の公布等について

時下、ますます ご清祥のとととお慶び申し上げます。平素は労働者の安全と健

康の確保対策推進にご理解、ご協力いただき、厚 く御礼申し上げます。

さて標記について、エックス線装置構造規標 昭和 47年労働省告示第 149号。

以下 「告示」という。)が、令和 7年 2月 10日 に改正され、令和 7年 4月 1日 か

ら地行 (一部経過措置あり。)するとされたところです。

その改正の趣旨、内容等はS11添のとお りとな りますので、貴機関におかれまし

てもご承知おきいただくとともに、その運用に遺漏なきようお願いいたします。
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都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長

(公印省略 )

エ ックス線装置構造規格の一部を改正する件の公布等について

エ ックス線装置構造規格の一部を改正する件 (令和 7年厚生労働省告示第22号)については、令

和 7年 2月 10日 に公布 され、令和 7年 4舜 1日 より適用 され ることとなったところである。

今般の改正の趣旨及び概要等は、下記のとお りであるので、関係者への周知徹底を図るとともに、

その運用に遺漏なきを期 されたい。

記

改正の趣 旨等

国際電気標準会議規格、医療用エックス線装置基準 (平成13年厚生労働省告示第75号 )及び

医療法施行規則 (昭和23年厚生省令第50号 )と の整合性を図る観点か ら、エ ックス線装置構造

規格 (昭 不睡47年労働省告示第149号 )を改正 したものであること。

医療用のエ ックス線装置については、医療用エ ックス線装置基準及び医療法施行規則の適用

も受けるため、従前より整合性を図ってきたところであるが、医療用エ ックス線装置基準及び

医療法施行規則については、今回のエ ックス線装置構造規格の改正 と同趣 旨の改正が令和 4年

3月 31日 に行われてお り、令和 7年 4月 1日 |こ適用又は施行 される予定であるも

2 改正の概要

歯科診療用のエ ックス線装置が備えなければならない要件を、手持ち式の装置 と手持ち式以

外の装置で分けて設定するとともに、手持ち式の装置の要件 を従来よりも厳 しい要件 としたも

のであること。なお、手持ち式以外の装置の要件は従来の要件か ら変更はない こと。

3 経過措置

エックス線装置構造規格の一部を改正する件の適用の際、令和 7年 4月 1日 前に製造され、

又は輸入されたエックス線装置に対するエックス線装置構造規格第 1条第 1項の規定の適用

については、なお従前の例によること。
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掲
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